
山梨県精神保健福祉審議会委員公募のお知らせ 

 

募集期間:令和６年４月２３日(火)～令和６年５月２２日(水） 
山梨県では、より広く県民からの意見等を本県における精神保健及び精神障害者福祉に関する施策

に反映させるために、山梨県精神保健福祉審議会の委員の一部を公募します。多くの皆様からの応募

をお待ちしております。 

 
  

１ 応募条件等 

（１）募集人数 ２人以内 

（２）任期   ３年間（令和６年７月１日～令和９年６月３０日） 

（３）応募資格 次の要件を満たしている方とします。 

①県内に在住又は在勤・在学している者で、令和６年７月１日現在、満２０歳以上の者 

②精神保健や精神障害者福祉について幅広い見識や関心を持っていること 

③審議会に出席可能であること（年１回程度、平日開催） 

④本県の附属機関等の委員となっていないこと 

⑤国又は地方公共団体の議会の議員若しくは国家公務員又は地方公務員ではないこと 

  

２ 応募方法等 

（１）提出書類 

   ①応募申込書 

②小論文 

テーマ「私が考える山梨の精神保健及び精神障害者福祉の展望」 

文字数 ８００字～１，０００字 

（２）応募方法 

   上記書類を、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。 

持参にあっては、５月２２日午後５時１５分まで、郵送又は電子メールにあっては、５月２

２日までに到着したものを有効とします。 

 

３ 応募先・連絡先 

  山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当 

  〒４００-８５０１ 甲府市丸の内一丁目６番１号 

  ＴＥＬ ０５５－２２３－１４９５ 

  Ｅメール kenko-zsn@pref.yamanashi.lg.jp 

 

※ 詳細については、県健康増進課ホームページをご覧ください。 

  https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/kokoro/r6seishinshingikaikoubo.html 

 
 


